
下水道事業の取扱いについて

                                                                              
　　　　平成１６年　５月２７日　提出

協議第４４号

平成１６年　６月２４日　確認

下水道事業の取扱いについて

（公共下水道）
１．公共下水道事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。また、現有関連施設
　についても、現行のまま新市に引き継ぐ。
２．新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。継続事業に
　ついては、新市建設計画で調整し、新市に引き継ぐ。
３．負担金及びその徴収猶予・減免制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。
４．使用料金及びその減免制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。
 (特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業)
５．特定環境保全公共下水道事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。また、
　現有関連施設についても、現行のまま新市に引き継ぐ。
６．特定環境保全公共下水道事業の新規事業については、新市建設計画に基づき計
　画的に実施する。継続事業については、新市建設計画で調整し、新市に引き継
　ぐ。
７．特定環境保全公共下水道事業の分担金については、現行のまま新市に引き継
　ぎ、３年を目途に泗水町の例により統一する。また、分担金徴収猶予及び減免
　制度については、七城町の例により合併時に統一する。ただし、現徴収猶予対
　象者については、経過措置をとるものとする。
８．農業集落排水事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。また、現有関連施
　設についても、現行のまま新市に引き継ぐ。
９．農業集落排水事業の新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施
　する。継続事業については、新市建設計画で調整し、新市に引き継ぐ。
10．農業集落排水事業の分担金及び負担金については、現行のまま新市に引き継
　ぎ、３年を目途に新市において調整する。なお、分担金の減免制度について
　は、七城町の例により合併時に統一する。
11．特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の使用料金については、現
　行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に新市において調整する。なお、使用料
　の減免制度については、泗水町の例により合併時に統一する。
（合併処理浄化槽関係）
12．特定地域生活排水処理事業及びその分担金・使用料・減免制度については、菊
　池市の例により新市に引き継ぐ。なお、事業対象地区については、菊池市の例
　により新市に引き継ぎ、新市において調整する。
13．合併処理浄化槽設置補助金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を
　目途に菊池市の例を基準に新市において調整する。また、補助対象について
　は、泗水町の例を基準に合併時に統一する。

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　　

下水道事業の取扱いについて提出する。

（その他）
14．下水道に関する補助金制度については、合併時に廃止する。ただし、七城町に
　ついては、合併後３年を目途に廃止する。
15．下水道に関する融資斡旋及び利子補給制度については、菊池市の例により合併
　時に統一する。
16．里道私道における下水道の末端工事の行政施工範囲については、泗水町の例に
　より合併時に統一する。



・計画処理人口（人）

・整備済面積（ha）

・整備済人口（人）

・整備率（％）

①無

調 整 の 内 容

１．公共下水道事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。また、現有関連施設についても、現行のまま新市に引き継ぐ。
２．公共下水道事業の新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。継続事業については、新市建設計画で調整し、新市に引き継ぐ。

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目下水道事業の取扱い 関 係 項 目公共下水道施設等・事業計画（新規・継続事業）

現 況
調整の具体的内容

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

1.下水道事業及び施設等

559

428

76.60%

　③施設等概要

・処理方法

　②事業概要

・計画処理面積（ha）

・処理区名 菊池処理区

　①事業の有無 ①有（公共下水道） ①無 ①無

16,100

①②公共下水道事業につい
ては、菊池市のみの事業で
あり、現行のまま新市に引
き継ぐ。

③公共下水道関連施設につ
いては、現行のまま新市に
引き継ぐ。・処理場 ・敷地面積　　40,000㎡

・処理場整備率    60%

・中継ポンプ場 ・計画　　赤星ポンプ場他７ヶ所

・ＭＰ施設数

・整備済　　赤星ポンプ場他６ヶ所

・計画　　　７ヶ所

・敷地面積　　1,104㎡

2.下水道整備事業

・整備済　　７ヶ所

・西寺処理分区

・新規事業については、新
市建設計画に基づき計画的
に実施する。継続事業につ
いては、新市建設計画で事
業量・財源・工期等を調整
し、新市に引き継ぎ計画的
に実施する。

　①新規事業 ①新市建設計画で調整中

　②継続事業（認可） ②最終認可　H13.3.29　 S54～H18

    面整備A＝110ha

    処理場増設=1/3系列

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

標準活性汚泥法

13,573



・井戸水＋上水道

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目下水道事業の取扱い 関係項目公共下水道負担金・使用料等

調 整 の 内 容

３．公共下水道事業の負担金及びその徴収猶予・減免制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。
４．公共下水道事業の使用料金及びその減免制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。

現 況
調整の具体的内容

旭志村 泗水町
3.負担金等 ・無

市 町 村 名 菊池市 七城町

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

　②負担金徴収猶予 (1)生活困窮のため直ちに負担金を納入すること
が困難であると認められる受益者（災害等も含
む）。
(2)田、畑、山林その他これに準ずる土地に係る
受益者。
(3)係争地。
(4)市長が認めた土地。

・無 ①公共下水道事業の負担金につい
ては、現行のまま新市に引き継
ぐ。

②負担金の徴収猶予については、
現行のまま新市に引き継ぐ。

　③負担金減免

・無
　①負担金 ①土地の面積１㎡当り２５０円

(1)国又は、地方公共団体等が公用、公共の用に
供し又は供することを予定している土地。
(2)国又は、地方公共団体等がその企業の用に供
している土地。
(3)公の生活扶助を受けている受益者、その他特
別な事情があると認められる受益者。

③負担金の減免については、現行
のまま新市に引き継ぐ。

4.使用料等 ・無 ・無 ・無

①使用料 種別 基本料 業務料金 超過料金 ①公共下水道の使用料について
は、現行のまま新市に引き継ぐ。・メーター制 - 8t  1,008 - 1t    210

公衆浴場 - - 1t   44.1
・人頭制 - 1人 1,008 - 1人 1,050

- 8t  1,008 - 1t    210
1)井戸水＋上水道の超過料金は、１人当り３㎥と換
算。

②使用料の減免については、現行
のまま新市に引き継ぐ。

　②減免制度 (1)公益上その他特別の事情があると認められた
ときは、使用料を減免する事ができる。



・計画処理人口（人）

・整備済面積（ha）

・整備済人口（人）

・整備率（％）

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

    面整備A＝　92ha

オキシデーションディッチ法

33.50%96.00%

・敷地面積　　13,485㎡

129.7

    処理場増設=2/3系列

　①新規事業 ①新市建設計画で調整中

　②継続事業（認可） ②最終認可　H15.5.8  　 H5～H23

・整備済　　６ヶ所

②最終認可　H14.2.6　 H8～H16

・新規事業については、新
市建設計画に基づき計画的
に実施する。継続事業につ
いては、新市建設計画で事
業量・財源・工期等を調整
し、新市に引き継ぎ計画的
に実施する。・拡張事業

③特定環境保全公共下水道
事業関連施設については、
現行のまま新市に引き継
ぐ。

6.特環下水道整備事業

オキシデーションディッチ法

・ＭＰ施設数

・整備済　　１７ヶ所

・計画　　　８ヶ所

・処理場整備率    96%

・処理場

・処理場整備率    96%

・敷地面積　　28,954㎡

9,9003,500

①②特定環境保全公共下水
道事業については、現行の
まま新市に引き継ぐ。

3,322

130

2,705

234

　①事業の有無 ①無 ①無 ①有（特定環境保全公共下水道）

　②事業概要

・計画処理面積（ha）

・処理区名 泗水処理区
市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

5.特環事業及び施設等

　③施設等概要

・処理方法

現 況
調整の具体的内容

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

協 定 項 目下水道事業の取扱い 関 係 項 目特定環境保全公共下水道施設等・事業計画（新規・継続事業）

①有（特定環境保全公共下水道）

七城処理区

135

調 整 の 内 容

５．特定環境保全公共下水道事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。また、現有関連施設についても、現行のまま新市に引き継ぐ。
６．特定環境保全公共下水道事業の新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。継続事業については、新市建設計画で調整し、新市に引き継ぐ。

菊池北部四市町村合併協議会

①新市建設計画で調整中 ①新市建設計画で調整中

・計画　　　１７ヶ所



・無 ①特定環境保全公共下水道
事業の分担金については、
七城町の特例措置が１７年
度まで継続していること
と、分担金増の住民周知の
ため、３年間の調整期間を
設け、泗水町の例により統
一する。

②分担金の徴収猶予につい
ては、合併時に廃止する。
ただし、現徴収猶予対象者
については、経過措置をと
るものとする。

③分担金の減免について
は、七城町の例により合併
時に統一する。

①１４０，０００円／戸

(1)受益者が、当該分担金を納入
することが困難でありかつ、その
現に所有し又は地上権を有する土
地等の状況により徴収を猶予する
ことがやむを得ないと認められる
とき。
(2)受益者について災害、盗難そ
の他の事故が生じたことにより、
受益者が当該分担金を納入するこ
とが困難である為徴収を猶予する
ことがやむを得ないと認められる
とき。
(3)この他、町長が特に猶予する
ことが必要であると認められると
き。

　③分担金減免 (1)国又は、地方公共団体が公共
の用に供している建築物。
（100％）
(2)区及び自治会が管理している
建築物。（50％）
(3)生活保護法の規定により保護
を受けている受益者の建築物。
（50％）
(4)共同住宅に係る建築物。（２
世帯目より50％）
(5)災害等の理由により町長が減
免する必要があると認める建築
物。

(1)国又は、地方公共団体が公共
の用に供している土地について
は、分担金を徴収しないものとす
る。
(2)国又は、地方公共団体がその
企業の用に供し、又は供すること
を予定している土地に係る受益
者。
(3)公の生活扶助を受けている受
益者、その他これに準ずる特別な
事情があると認められる受益者。
(4)前各号に掲げる受益者の他、
その状況により特に分担金を減免
する必要があると認められる土地
に係る受益者。

　①分担金 ①１２０，０００円／戸
（Ｈ１７までは、80,000円）

7.分担金等
市 町 村 名 菊池市 七城町

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

　②分担金徴収猶予 ②無

・無

調 整 の 内 容

７．特定環境保全公共下水道事業の分担金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に泗水町の例により統一する。また、分担金徴収猶予及び減
免制度については、七城町の例により合併時に統一する。ただし、現徴収猶予対象者については、経過措置をとるものとする。

現 況
調整の具体的内容

旭志村 泗水町

協 定 項 目下水道事業の取扱い 関 係 項 目特定環境保全公共下水道分担金等

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会



・計画人口（人）

・計画世帯数（戸）

・整備率（％）

（敷地面積）

・処理方式
オキシデーション
ディッチ法（２系）

オキシデーション
ディッチ法（２系）

    管路施設L=　550m

    処理施設　一式

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

    管路施設L=3,800m

①新市建設計画で調整中

②無

JARUSⅩⅣ

・新規事業については、新
市建設計画に基づき計画的
に実施する。継続事業につ
いては、新市建設計画で事
業量・財源・工期等を調整
し、新市に引き継ぎ計画的
に実施する。

　①新規事業 ①新市建設計画で調整中

　②継続事業 ②三万田地区農業集落排水資源循環統合補助事業 　 H16～H20

    処理施設一式

・永南地区小規模排水事業　H17以降事業

9.農業集落排水整備事業

①新市建設計
画で調整中

①新市建設計画
で調整中

・H17以降事業

③農業集落排水事業関連施
設については、現行のまま
新市に引き継ぐ。・処理場

・ＭＰ施設数

1，047㎡/日 894㎡/日

富の原東処理施設 富の原西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

100%

昭和５９年度平成９年度

3,490

426

100%

450

①②農業集落排水事業につ
いては、現行のまま新市に
引き継ぐ。

七城南部

平成８年度

2,900

田島地区

平成６年度 平成９年度

2,570

　①事業の有無 ①無 ①無 ①有（４地区）

　②事業概要

・採択年度

・処理区名 七城北部 永住吉地区

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

8.農集事業及び施設等

　③施設等概要

・日最大処理能力

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村

関 係 項 目

現 況
調整の具体的内容

泗水町

①有（２地区）

調 整 の 内 容

８．農業集落排水事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。また、現有関連施設についても、現行のまま新市に引き継ぐ。
９．農業集落排水事業の新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施する。継続事業については、新市建設計画で調整し、新市に引き継ぐ。

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目下水道事業の取扱い

北部浄化センター 南部浄化センター

100%

富の原東地区 富の原西地区

平成２年度

1,788 1,420

ＯＤ型

2,060

447 340 566 550

100% 100% 100%

3,290㎡

590㎡/日 469㎡/日 771㎡/日 618㎡/日

JARUSⅢ JARUSⅢ

農業集落排水施設等・事業計画（新規・継続事業）

５６ヶ所

永住吉ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 田島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

２０ヶ所

3,000㎡ 2,476㎡2,326㎡ 1,450㎡3,958㎡



③分担金の減免について
は、２町ともほとんど相違
がないが特定環境保全公共
下水道事業に合わせて七城
町の例により合併時に統一
する。

　③分担金減免 (1)国又は、地方公共団体が公共
の用に供している建築物。
（100％）

(2)区及び自治会が管理している
建築物。（50％）

(3)生活保護法の規定により保護
を受けている受益者の建築物。
（50％）

(4)共同住宅に係る建築物。（２
世帯目より50％）

(5)災害等の理由により町長が減
免する必要があると認める建築
物。

(1)国又は、地方公共団体が公共
の用に供し、又は供することを予
定している建築物。（100％）

(2)区及び自治会が管理している
施設等の建築物。（50％）

(3)生活保護法の規定により保護
を受けている受益者に係る建築
物。（50％）

(4)共同住宅に係る建築物。（２
世帯目より50％）

(5)災害その他特別の事情に応じ
て町長が減免する必要があると決
める建築物。

①②農業集落排水事業の分
担金及び負担金について
は、現行のまま新市に引き
継ぎ、３年を目途に泗水町
の特定環境保全公共下水道
事業の例により新市におい
て調整する。

②１４０，０００円／戸

　　（供用開始後）

1)富の原東地区
　　　　　８０，０００円／戸

2)富の原西地区
　　　　　８０，０００円／戸

3)永住吉地区
　　　　１２０，０００円／戸

　　（供用開始前）

・無

4)田島地区
　　　　１４０，０００円／戸

　①分担金 ①１２０，０００円／戸

調整の具体的内容
旭志村 泗水町

10.分担金等
市 町 村 名 菊池市 七城町

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

　②負担金

現 況

下水道事業の取扱い 関係項目 農業集落排水事業分担金等

調 整 の 内 容

１０．農業集落排水事業の分担金及び負担金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に新市において調整する。なお、分担金の減免制度に
ついては、七城町の例により合併時に統一する。

協 定 項 目

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会



1)事業所、病院の業務料金は、
店舗面積200㎡以上で100㎡増毎
に1,000円加算。
2)学校の超過料金は、児童生徒
数＊1/5＋職員数。
3)畜産の業務料金は、人間換算
頭数（経産頭数＊0．2）当り。

1)旅館等・病院は、建築基準法
施行令の規定に基づく、し尿浄
化槽処理対象人員１人当り。一
般の６人目からは、半額の250
円。

公衆浴場 1,500 - 1t  25公衆浴場 - -

畜産 - 500 -

集会所 1,500 - -

学校 - - 300

病院 1,500 3,000 従員 250

3,000 従員 250

アパート 1,500 - 1人  500

1,500

事務所 - - -

1人  500

旅館等 - - -

-

畜産 1,500 - １頭 100

集会所 1,500 - -

学校 1,500 - 1人  150

病院 1,500 2,000 浄人 500

アパート 1,500 - 1人  500

1,500 2,000 浄人 500

事務所 1,500 - 従員 250

(1)町長は公益上その他特別な事
情があると認めたときは、この
条例で定める使用料を減免する
ことができる。

　②減免制度 (1)災害等により納付の資力を
失ったとき。
(2)その他町長が特に必要がある
と認めたとき。

1,500 2,000 従員 250 事業所

11.使用料等

①使用料

事業所

旅館等

②使用料の減免については、泗
水町の例により合併時に統一す
る。

一般 1,500 -・人頭制

①特定環境保全公共下水道事業
及び農業集落排水事業の使用料
金については、現行のまま新市
に引き継ぎ、住民等の周知のた
め３年を目途に調整する。

（七城町と泗水町の使用料金
は、大幅な相違はないが、業種
等で若干の相違が有る為調整が
必要である。）

1人  500 一般 1,500

基本料 業務料金 超過料金種別

-

・無

種別 基本料 業務料金 超過料金

・無
菊池市 七城町

調 整 の 内 容

１１，特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の使用料金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に新市において調整する。な
お、使用料の減免制度については、泗水町の例により合併時に統一する。

現 況
調整の具体的内容

旭志村 泗水町市 町 村 名

協 定 項 目下水道事業の取扱い 関係項目 下水道等（特環・農集）使用料

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会



・その他

・その他

　⑤減免制度 公共下水道と同じ

１２９，０００円

　③使用料

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

・１０人槽

・７人槽

・５人槽

　②分担金

１０２，０００円

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

　８８，０００円

関 係 項 目特定地域生活排水処理事業等

12.特定地域生活排水処理
事業等

　①事業の有無 ①有 ①無 ①無

・５人槽

・１０人槽 ７，１６０円

７９基

現 況

４，９２０円

調整の具体的内容
市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

①無

調 整 の 内 容

１２．特定地域生活排水処理事業及びその分担金・使用料・減免制度については、菊池市の例により新市に引き継ぐ。なお、事業対象地区については、菊池市の例により新市に引き継ぎ、新市
において調整する。

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目下水道事業の取扱い

・７人槽 ５，８１０円

・整備率

平成１５年度

平成１５年度～平成３７年度

２，０９０基

3.8%

・採択年度

・採択事業期間

・計画基数

・整備済基数

①特定地域生活排水処理事
業については、菊池市の例
により新市に引き継ぐ。

②特定地域生活排水処理事
業の分担金については、菊
池市の例により新市に引き
継ぐ。

③特定地域生活排水処理事
業の使用料については、菊
池市の例により新市に引き
継ぐ。

④特定地域生活排水処理事
業対象地区については、菊
池市の例により新市に引き
継ぎ、速やかに整備計画を
策定し、新市において調整
する。

⑤分担金・使用料の減免制
度については、菊池市の例
により新市に引き継ぐ。

　④事業対象地区 (1)菊池市下水道認可、計画区域及び鳳来、穴
川を除く区域全域。



・その他

①無

調 整 の 内 容

１３．合併処理浄化槽設置補助金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に菊池市の例を基準に新市において調整する。また、補助対象については、泗水町の例
を基準に合併時に統一する。

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目

13.合併処理浄化槽設置補
助金等

下水道事業の取扱い

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

調整の具体的内容
泗水町市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村

現 況

①有（旭志村合併処理浄化槽設置補助
金）

①有（泗水町合併処理浄化槽設置に係る
補助金）

①②合併処理浄化槽設置補
助金額については、現行の
まま新市に引き継ぎ、住民
周知のため３年を目途に菊
池市の例を基準に新市にお
いて調整する。

５２２千円・５人槽

４１１千円

　①事業の有無
①有（菊池市合併処理浄化槽設置整備事
業補助金）

　②補助金額

・１０人槽

・７人槽 ６６０千円

９３０千円

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

単独槽からの転換　１５０千円加算

５１９千円

３５４千円

関 係 項 目合併処理浄化槽設置補助金等

３５４千円～４００千円

４１１千円～５００千円

５１９千円～６００千円

　③補助対象者 ③補助対象については、泗
水町の例を基準とするが、
新市において特定地域生活
排水処理事業を推進するた
め、要件に特定地域生活排
水処理事業計画区域外を追
加し、合併時に統一する。

(事業費の１／３を基準とする)

(1)対象地域内に合併処理浄化槽を設置
しようとする者。
　（対象地域）
　・下水道及び特定地域生活排水処理事
　業予定処理区域以外。
　・下水道の整備が当分見込まれない下
　水道事業計画区域内。

(1)旭志村に住所を有する者。（補助金
交付請求時）
(2)村税等の滞納がない者。
(3)地域としては、公共下水道事業計画
区域外、及び農業集落排水処理施設の計
画区域外。

(1)下水道法第４条第１項による公共下
水道事業計画の計画区域外。
(2)農業集落排水処理施設の計画区域
外。
(3)前各号にかかわらず、次に該当する
者に対しては認めない。
・浄化槽法第５条の規定に基づく設置の
届出の審査又は、建築基準法第６条第１
項の規定に基づく確認を受けずに合併処
理浄化槽を設置する者。
・住宅を借りている者で、貸人の承諾が
得られない者。
・販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅
を建築する不動産業者等。
・国県又は、町の施設及びこれらに準ず
る施設で合併処理浄化槽を設置する者。
・町税等の滞納のある者。
・補助金交付請求時において泗水町内に
住所を有しない者。
・浄化槽法第２１条の登録を行っていな
い浄化槽工事業者の設置工事による浄化
槽を設置した者。
・浄化槽法第７条及び第１１条の水質検
査の検査依頼をしていない者。
・定められた期間内に浄化槽を設置する
ことができない者。
・法第１２条に基づく指導、勧告に従わ
ない者。



・下水道に関する融資斡旋
及び利子補給制度について
は、七城町、泗水町は、
５％以上の利子補給でほと
んど実例がないため、菊池
市の例により合併時に統一
する。

・里道私道における下水道
の末端工事の行政施工範囲
については、泗水町の例に
より合併時に統一する。

①特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業

調 整 の 内 容

１４．下水道に関する補助金制度については、合併時に廃止する。ただし、七城町については、合併後３年を目途に廃止する。
１５．下水道に関する融資斡旋及び利子補給制度については、菊池市の例により合併時に統一する。
１６．里道私道における下水道の末端工事の行政施工範囲については、泗水町の例により合併時に統一する。

菊池北部四市町村合併協議会

協 定 項 目

14.下水道関係補助金制度

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

・補助額及び補助率

15.下水道関係融資等制度

調整の具体的内容
市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

現 況

・共同排水施設設置費用の１／２
以内。

・下水道に関する補助金制
度については、新市におい
て２戸以上の利用戸数があ
る場合の工事は、行政対応
とするため菊池市の制度は
廃止する。農集施設の管理
は、合併後は新市で管理す
るため、泗水町の制度も廃
止する。ただし、七城町に
ついては、継続中の補助の
ため合併後３年を目途に廃
止する。

②生活扶助世帯に対する水洗便所
設置費助成

・供用開始後３年までの宅内排水
設備工事完了者。

・生活扶助世帯に対する水洗便所
設置者。

・供用開始後１年まで1使用世帯当
り３万円。
・供用開始後１年を超え２年まで1
使用世帯当り２万円。
・供用開始後２年を超え３年まで1
使用世帯当り１万円。

・生活扶助世帯に対する水洗便所
設置費３０万円を限度とし、工事
費の２／３以内。

・農業集落排水施設を管理してい
る地区で組織する管理組合に対す
る運営費補助。

・補助対象

②水洗便所改造工事助成

　①関係事業 ①公共下水道事業

　②補助金制度

菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容

・３戸以上が存在し、公共桝から
２０ｍを超える部分の共同排水設
備の設置者。

②共同排水設備助成 ②産業振興対策事業補助金

①無 ①農業集落排水事業

下水道事業の取扱い

②水洗便所改造資金融資斡旋及び
利子補給

・融資対象

・くみ取り便所を水洗便所に改造
する者。

・利用戸数４戸以上
・延長２０ｍ以上、幅員２ｍ以上

16.末端工事の施工範囲
　　（里道・私道）

・融資額及び融資率

・融資斡旋額は７０万円。利子補
給については、融資額３５万円を
限度として、その融資額に係る利
息の内１／２の利子を補給。
・償還期間は、５年以内。

　②融資制度

　①関係事業
①公共下水道事業 ①特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業 ①無

・利用戸数２戸以上 ・利用戸数２戸以上
・下水道の設置工事が可能な幅員
を有すること。

・工事費７０万円以内で町長が査定し、町の取扱金融機関と協定した
利率で斡旋する。
・償還期間は、６０ヶ月以内。
・融資を受けた者が完済したときは、５％を超えた利子を補給する。

・３０万円以内。
・利率は、金融機関と協議利率の
５％以上は、利子補給有り。
・償還期間は、３年以内。

下水道に関する助成制度等関 係 項 目

②水洗便所改造工事融資斡旋

・町税、分担金を完納している者。
・供用開始後３年以内であること。
・償還金の弁済能力があること。

・農業集落排水施設管理組合に年
間１８万円。

・当該建築物の所有者の同意を得
た使用者であること。
・償還金の弁済能力があること。
・町税及び下水道分担金を滞納し
ていないこと。
・改造資金を一時に負担すること
が困難である者。
・下水道の処理開始の公示の日か
ら１年以内に行う改造工事である
こと。ただし、この期間内に改造
できなかったことについて、相当
の理由が認められる場合はこの限
りではない。

①特定環境保全公共下水道及び農
業集落排水事業

②水洗便所等改造資金融資斡旋及
び利子補給



　協議第４４号　下水道の取扱いについて　参考資料

合併期日
（予定）

協定（協議）項目名 調　　　整　　　方　　　針

○　下水道会計の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）山鹿市と鹿本町の公共下水道事業は、合併時に公営企業会計として統合する。
（２）１市４町の農業集落排水事業については、合併時に特別会計に統合し、新市において、公営企業会計導入に向
けて整備を図る。
○　排水区域及び整備計画の取扱いについては、合併時には、現行のとおりとし、新市における排水処理事業計画
の策定を行う中で調整する。
○　下水道料金等（公共下水道、農業集落排水）の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）料金については、累進制、定額制の違いや料金格差があるため、合併時には、現行のとおりとし、繰入金や経営
状況を踏まえ平成２０年度からを目処に統一する。　なお、公共下水道と農業集落排水の料金については、公平性の
観点から統一時においては同一制度を検討する。
（２）料金統一時における料金制度の前提となる汚水量の把握については、公平性の観点から基本的には水道メー
ターによるものとし、井戸水等の使用の場合は、認定水量によるものとする。
　なお、井戸水等の使用において、事業に伴う大量汚水等がある場合については、市設置による井戸メーターでの認
定を図る。

○　受益者負担金・分担金（公共下水道、農業集落排水）の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）一般住宅等については、１戸当たり１０万円の負担金額とし、集合住宅や事業所等の場合は、１０万円の基本額
に、当該敷地面積が５００㎡を超える部分に対して１００円の加算措置を行うものとする。
　ただし、この適用については、新市において供用開始する公共下水道排水区域、新市から事業を行う農業集落排
水処理区からとする。なお、合併までに供用開始した公共下水道排水区域及び農業集落排水処理区、合併時に事
業中の農業集落排水処理区については、従来のとおり旧市町の負担金額による。
（２）賦課時期の取扱いについては、供用開始後において受益可能建物等の全てに賦課するものとする。
　ただし、鹿本町及び鹿央町における宅内接続時の賦課の取扱いについては、経過措置として、平成１９年度までは
従来の宅内接続時とするが、平成２０年度において、新市の負担金額で全て賦課するものとする。

〃
菊池南部四町合併
協議会

H17.2.28
下水道事業の取扱
いについて

○　公共下水道事業（関連公共下水道事業を含む）・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業について
は、現行のまま新市に引き継ぐ。
○　使用料については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に統一する。
○　受益者負担金・受益者分担金については、現行のまま新市に引き継ぎ、３年を目途に調整する。
○　私道等への下水道設置については、大津町の例による。
○　水洗便所改造工事助成については、合併までに統一する。
○　融資斡旋については、新市において速やかに調整する。
○　融資利子補給については、合併までに統一する。
○　生活扶助世帯改造工事助成については、西合志町の例による。
○　排水設備設置事業助成については、現行のまま新市に引き継ぐ。
○　合併処理浄化槽設置補助については、新市において速やかに調整する。

下水道会計の取扱
いについて

団　　体　　名

鹿本地域合併協議
会

熊本県 H17.1.15




